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第 ３４ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２５ 号 

   訴えの提起について 

 熊本県育英資金貸付金の支払請求について、次のように訴えを提起することとする。 

  令和５年８月３１日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 当事者 

   原告 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

                熊本県 

                 上記代表者 熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

   被告 個人（１人） 

２ 事件名 熊本県育英資金貸付金請求事件 

３ 事件の内容 

被告は、熊本県育英資金の返還を延滞しているため、約定に基づき、貸与した育英資

金の返還を求めるものである。 

４ 請求の趣旨 

(1) 被告は、延滞返還金及び延滞利息の金員を一括して支払え。 

(2) 訴訟費用は、被告の負担とする。 

   との判決及び仮執行の宣言を求める。 

５ 訴え遂行の方針 

  第一審の判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

                       


